
令和３年度 第１回 京田辺市社会教育委員会議 
 

日時 令和３年６月２５日（金）１０時から 
場所 京田辺市立中央公民館 第３・４研修室 

 
 

次   第 
                
１ 開会 
 
２ 委員長あいさつ 
 
３ 市長あいさつ 
 
４ 教育長あいさつ 
 
５ 議事  
 （１）令和３年度 社会教育・生涯学習 事業計画      資料１ 
 （２）審議会等委員の推薦について            資料２ 

 （３）第３次京田辺市生涯学習推進基本計画の策定について 資料３ 

 （４）令和３年度京田辺市教育の方針（抜粋）について   資料４ 

 

６ その他 

 令和３年度 京都府社会教育委員連絡協議会総会について    資料５ 

 

７ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























資料２

審議会等委員の推薦について

（報告事項）

依頼のあった日 依頼団体等 推薦委員名 委嘱期間

令和3年4月9日
京田辺市生涯学習
推進協議会

木下　静子
令和3年6月1日～
 令和5年5月31日

（協議事項）

依頼のあった日 依頼団体等 推薦委員名 委嘱期間

令和3年5月20日
京田辺市立図書館
協議会

藤井　美由紀
委嘱の日～
 令和5年8月24日

令和3年6月7日
京田辺市男女共同
参画審議会

林　恒夫
令和3年8月1日～
 令和5年7月31日



第３次京田辺市生涯学習推進基本計画の策定について 

 
１ 計画策定の背景と目的 

 京田辺市では、平成２年に「田辺町における生涯学習を推進するため

の基本的方策」について田辺町社会教育委員等に諮問、答申が行われ生

涯学習推進のための様々な取組を検討し、平成８年３月に「田辺町生涯

学習推進基本計画（第１次）」を策定、生涯学習の基盤づくりを推進し、

平成１８年３月には「京田辺市生涯学習推進基本計画（第２次）」を策

定し、市民が「いつでも、どこでも、だれでも、なんどでも、楽しく」

行える自主的な学習活動を推進してきました。 

 第１次計画が策定されてから約２５年が経過し、この間、生涯学習に

ついての市民意識が醸成されるよう様々な取組を進めてきました。 

 新計画では、京田辺市の生涯学習社会の将来像とそれを実現するため

の基本的方針を示します。 

  

２ 計画の期間 

 計画期間は、令和４年（２０２２年）をスタート年とする１０年とし

ます。 

  
３ 計画の策定方法 

① 生涯学習の取組状況を把握し、取りまとめます。 

② 市民等へ意識調査を行い、現状と課題の分析を行います。 

 ・市民意識調査 

１８歳以上の市民を対象にアンケート調査を実施。 

・関係団体調査 

中央公民館等の登録団体や文化協会、社会体育協会の加盟団体

等を対象にアンケートを実施。 

③ より広範な市民の意見を反映させるため、計画の素案に対する

パブリックコメントを実施します。 

④ 計画策定について、広報紙やホームページを活用して市民に周

知します。 

資料３ 



 

 

４ 計画の策定体制 

  ① 生涯学習推進本部（本部長 市長/庁内組織） 

      └ 生涯学習推進幹事会（幹事長 教育部長） 

   ② 教育委員会 

    ・本部長の求めに応じ協議会に諮問する。 

   ③ 生涯学習推進協議会（団体代表、学識経験者等） 

 ・教育委員会からの諮問に応じ、計画策定にあたって具体的な内

容を協議。 

   ④ 社会教育委員会議（社会教育関係者、学識経験者等） 

    ・計画の全体的な事項について意見を伺う。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京田辺市生涯学習推進基本計画策定体制 

京田辺市生涯学習推進本部 

・市長 

・副市長  

・公営企業管理者 

・理事  

・関係部長等 

京田辺市社会教育委員 

・学校 社会教育、家庭教育 

 の関係者 

・専門的知識経験を有する者 

京田辺市生涯学習 

推進協議会 

・関係団体代表者 

・地域代表者 

・学識経験者 

・議会代表者 

・公募委員 

京田辺市生涯 

学習推進幹事会 

・関係部長 

・関係副部長等 

生涯学習 

推進事務局 

社会教育課 

市  民 

・教育長   京田辺市 

・教育部長  教育委員会 

・教育指導監 
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経営会議               

生涯学習推進本部                  

教育委員会              
 

  

生涯学習推進協議会    
 

 
 

              

社会教育委員会議                 

（文教福祉常任委員協議会）                 

〇(方針) 

〇(諮問案協議) 

〇(議案（諮問）) 

〇(諮問・審議) 

〇(意見聴取) 

〇(骨子) 
〇(案協議・答申) 
 

〇(最終案協議) 
 

〇(計画報告) 
 

〇(計画決定) 

〇(素案意見聴取) 
 

〇(骨子) 
 

〇(素案協議) 
 

〇(素案意見聴取) 
 

〇(素案報告) 
 

〇(答申報告) 
 

〇(議案（答申）) 
 

〇(素案) 
 



 

 

生涯学習に関するアンケート調査 

（個人用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             令和３年６月  京田辺市 

★記入にあたってのお願い 

１．ご回答は、できるだけ封筒のあて名となっているご本人にお願いします。 

（ご本人のご記入が困難な場合は、ご家族の方等がご本人のお考えをお聞きの上、またはご意

向を汲み取った上で、代理でご記入をお願いいたします。） 

２．ご記入は、黒のボールペンまたは濃い鉛筆でお願いいたします。 

３．ご回答の際は、選択肢に○をつけてご回答ください。質問によっては、回答していただく方

が限られる場合がありますので、注意書きに沿ってご回答ください。 

４．ご記入後は、同封の返信用封筒に入れ、７月 16 日（金）までに、ご返送ください。 

（切手は不要です） 

★Ｗｅｂでご回答いただく際のご注意 

１．本調査はＷｅｂでご回答いただくこともできます。Ｗｅｂでご回答いただく場合は、ページ右

下のＱＲコードを読み取るか以下のＵＲＬにアクセスし、回答ページにお進みください。 

 Ｗｅｂ調査回答ページＵＲＬ   https://questant.jp/q/kyotanabe-gakushu  

２．ご回答いただけるのはＷｅｂへの入力と調査票への記入のどちらか一回のみです。両方ご

回答いただいた場合は、調査票の回答を採用させていただきます。 

３．Ｗｅｂでご回答いただく際は、ページ下中央のＷｅｂアクセス番号を入力ください。回答

の際に番号がないと無効票となります。なお、Ｗｅｂアクセス番号については、重複を防ぐた

めのものであり、個人を特定するものではありません。 

〈お問い合わせ先〉 

京田辺市 教育委員会 社会教育課 長島 

 電 話 ０７７４－６４－１３９４ 

 ＦＡＸ ０７７４－６４－１３９０ 

Ｗｅｂアクセス番号 ＱＲコード 

          

 

日頃より、市政にご協力いただき、ありがとうございます。 

現在本市では、市民全員が学びを通して地域に貢献し、地域のつながりを築き、地域課題

を解決する生涯学習社会を目指し計画づくりを進めているところです。 

そこで、市民の皆様の生涯学習の状況や、その実態及び意識を把握し、計画策定に生かし

たいと考え、本市にお住まいの 18歳以上の方 3,000 人を無作為に抽出し、この調査票をお

送りしています。 

皆様からいただいたご回答は、統計的に処理し、本調査の目的以外に使用することはござ

いません。つきましては、本調査の趣旨をご理解の上、ご協力いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。 
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１．あなた自身について 
 

問１ あなたの性別について、お聞かせください。（ひとつだけ〇） 

１ 男性 ２ 女性 ３ その他（   ） ４ 回答しない 

 

問２ あなたの年齢をお聞かせください。（ひとつだけ〇） 

１ 18～19 歳 ２ 20～24 歳 ３ 25～29 歳 ４ 30～34 歳 ５ 35～39 歳 

６ 40～44 歳 ７ 45～49 歳 ８ 50～54 歳 ９ 55～59 歳 10 60～64 歳 

11 65～69 歳 12 70～74 歳 13 75～79 歳 14 80 歳以上   

 

問３ あなたのお住まいの小学校区名をお聞かせください。（ひとつだけ〇） 

１ 松井ケ丘 ２ 大住 ３ 桃園 ４ 薪 ５ 田辺 

６ 田辺東 ７ 草内 ８ 三山木 ９ 普賢寺   

 

問４ あなたの現在のお仕事をお聞かせください。（ひとつだけ〇） 

１ 雇用者（役員等も含む） 

２ 自営業者(家庭内職者を含む)  

３ 家族従業者（自営業主の営む事業に従事している者） 

４ 主婦、主夫、学生等 

５ 現在は働いていない 

 

問５ あなたの家族の形態をお聞かせください。（ひとつだけ〇） 

１ 単身世帯⇒問７へ ２ 夫婦のみ⇒問７へ 

３ 二世代世帯(本人と親) ⇒問７へ ４ 二世代世帯(本人と子) ⇒問６へ 

５ 三世代世帯（本人と親と子）⇒ 問６へ ６ 三世代世帯（本人と子と孫）⇒ 問６へ 

７ 三世代世帯（本人と親と祖父母）⇒ 問７へ ８ その他（          ）⇒ 問７へ 

 

【問５で「４」～「６」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問６ 子の年齢をお聞かせください。（〇はいくつでも） 

１ 乳幼児 ２ 小学生 ３ 中学生 

４ 高校生（高専を含む） ５ 大学生（短大、専門学校、大学院を含む） ６ 社会人・その他（既に卒業、中退等） 

 

問７ あなたが最後に卒業した学校※、または現在在学中の学校はどれですか。（ひとつだけ〇） 
※最後に通った学校を中退された場合は、その前に卒業した学校をお答えください。 

１ 中学校 ２ 高等学校 ３ 高専、短大、専門学校 ４ 大学 

５ 大学院 ６ その他（   ） ７ 不明   
 
 

問８ あなたは京田辺市に住み始めて何年になりますか。（ひとつだけ〇） 

１ ５年未満 ２ ５年以上 10 年未満 ３ 10 年以上 20 年未満 

４ 20 年以上 30 年未満 ５ 30 年以上 40 年未満 ６ 40 年以上 50 年未満 

７ 50 年以上 ８ わからない   
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２．あなたのこれまでの生涯学習の状況について 
 

問９ あなたは、これまでに以下のような生涯学習※活動を行いましたか。（〇はいくつでも） 
※生涯学習とは、豊かな生活を送るために、各個人が自発的意思に基づいて、生涯を通じて行う学習を指します。
なお、一般的な学業や資格取得のための学習だけでなく、スポーツや文化芸術、自然体験等も含みます。 

１ 職業上必要な知識・技能（仕事に関係のある知識の習得や資格の取得等） 

２ インターネットに関すること（プログラムの使い方、ホームページのつくり方等） 

３ ボランティア活動（福祉等）のために必要な知識・技能 

４ 自然体験や生活体験等の体験活動 

５ 社会問題に関するもの（社会・時事、国際、環境等） 

６ 健康・スポーツ（健康法、医学、栄養、ジョギング、水泳等） 

７ 家庭生活に役立つ技能（料理、洋裁、和裁、編み物、ガーデニング等） 

８ 育児・教育（家庭教育、幼児教育、教育問題等） 

９ 趣味的なもの（音楽、美術、華道、舞踊、書道、レクリエーション活動等） 

10 教養的なもの（文学、歴史、科学、語学等） 

11 その他（                                    ） 

12 生涯学習を行ったことがない⇒問 13 へ 

13 わからない⇒問 13 へ 
 

【問９で「１」～「11」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問10 どのような場所で学習をしてきましたか。（〇はいくつでも） 

１ 中央公民館、住民センター、中央図書館等 ２ 中央体育館、運動公園等の市内の公共スポーツ施設 

３ 市内の小・中学校、高等学校、大学の施設 ４ 地区の分館公民館 

５ 社会福祉センター等の福祉施設 ６ その他市内の公共施設 

７ 市内の民間施設 ８ 自宅、個人宅等 

９ 市外の施設 10 その他（              ） 

 

【問９で「１」～「11」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問11 どのような形態で学習をしてきましたか。（〇はいくつでも） 

１ 市等の公的な機関が主催する講座や教室 ２ 民間の講座や教室 

３ 同好者が自主的に行っている集まり、サークル活動 ４ 学校やＰＴＡが開催している学習活動 

５ 読書や通信教育等の個人での学習 ６ テレビ・ラジオを利用した学習 

７ オンラインの講習 ８ WEB 動画の視聴 

９ WEB での情報検索 10 その他（              ） 
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【問９で「１」～「11」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問12 生涯学習を行った理由は何ですか。（〇はいくつでも） 

１ 現在の、または生涯学習を行っていた当時に就いていた仕事において必要性を感じたため 

２ 新しく就職したり、転職したりするために必要性を感じたため 

３ 他の人との親睦を深めたり、友人を得たりするため 

４ 勤務先等から勧められたため 

５ 地域や社会における活動に生かすため 

６ 家庭や日常生活に生かすため 

７ 健康の維持・増進のため 

８ 人生を豊かにするため 

９ 教養を深めるため 

10 その他（                                    ） 

11 特にない 

12 わからない 

 

【問９で「１」～「11」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問13 学習する際に、どこから情報収集をしてきましたか。(〇はいくつでも) 

１ 市の「広報ほっと京田辺」 ２ 市の「学びの情報誌」 

３ 市が配布しているパンフレットやチラシ等 ４ 地域の広報掲示板 

５ 市の公共施設でのポスター、チラシ ６ 市や各施設のホームページ 

７ 市公式ＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック、ライン） ８ 新聞、雑誌 

９ テレビやラジオ 10 「６」、「７」以外のインターネット 

11 友人・知人の評判・口コミ 12 その他（              ） 

13 特に情報収集をしていない   

 

問14 あなたが生涯学習を行う上で困っていることは何ですか。（〇はいくつでも） 

１ 学習するのに必要な情報が入手できない ２ 学習したい内容の講座が開設されていない 

３ 家事が忙しくて時間がない ４ 子育てが忙しくて時間がない 

５ 介護が忙しくて時間がない ６ 仕事が忙しくて時間がない 

７ 学習より優先しなければならないことがある ８ 時間帯が希望に合わない 

９ 一緒に学習する仲間がいない 10 身近なところに学習する場がない 

11 学習するための費用がかかる 12 成果を生かす機会がない 

13 きっかけがつかめない 14 特に生涯学習をする必要がない 

15 その他（              ） 16 困っていることは特にない 

 

  



4 

 

問15 これから学習するとすれば、どのようなことを学習したいですか。（〇はいくつでも） 

１ 職業上必要な知識・技能（仕事に関係のある知識の習得や資格の取得等） 

２ インターネットに関すること（プログラムの使い方、ホームページのつくり方等） 

３ ボランティア活動（福祉等）のために必要な知識・技能 

４ 自然体験や生活体験等の体験活動 

５ 社会問題に関するもの（社会・時事、国際、環境等） 

６ 健康・スポーツ（健康法、医学、栄養、ジョギング、水泳等） 

７ 家庭生活に役立つ技能（料理、洋裁、和裁、編み物、ガーデニング等） 

８ 育児・教育（家庭教育、幼児教育、教育問題等） 

９ 趣味的なもの（音楽、美術、華道、舞踊、書道、レクリエーション活動等） 

10 教養的なもの（文学、歴史、科学、語学等） 

11 その他（                                    ） 

12 学習をしたいとは思わない 

13 特にない 

14 わからない 

 

問16 これから学習するとすれば、どこから情報収集を行いますか。(〇はいくつでも) 

１ 市の「広報ほっと京田辺」 ２ 市の「学びの情報誌」 

３ 市が配布しているパンフレットやチラシ等 ４ 地域の広報掲示板 

５ 市の公共施設でのポスター、チラシ ６ 市や各施設のホームページ 

７ 市公式ＳＮＳ（ツイッター、フェイスブック、ライン） ８ 新聞、雑誌 

９ テレビやラジオ 10 「６」、「７」以外のインターネット 

11 友人・知人の評判・口コミ 12 その他（              ） 

13 特に情報収集をしていない   
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３．家庭教育の状況について 

 
問17 子育ての悩みや不安の程度についてお聞かせください。（ひとつだけ〇） 

１ いつも感じる（感じていた） ２ たまに感じる（感じていた） 

３ あまり感じない（感じていなかった） ４ まったく感じない（感じていなかった） 
 
 

問18 子育ての悩みや不安に感じることは何ですか。（〇はいくつでも） 

１ しつけの仕方がわからない ２ 子どもの健康や発達について悩みや不安がある 

３ 子どもの生活習慣の乱れについて悩みや不安がある ４ 子どもとの接し方がわからない 

５ 子どもの気持ちがわからない ６ 子どもの友人関係について悩みや不安がある 

７ 子育てに十分な時間がとれない ８ 忙しい時に子どもの面倒を見てくれる人がいない 

９ 子育てをする上で経済的に厳しい 10 その他（              ） 

 

問19 家庭教育※を充実させるために、必要なことは何ですか。（ひとつだけ〇） 
※家庭教育とは、父母その他の保護者が子どもに対して行う教育のことを言います。全ての教育の出発点であ
り、子どもの心身の調和のとれた発達を図る上で、重要な役割を担います。 

１ 親がもっと家庭教育に取り組むこと ２ 親以外の家族が協力すること 

３ 子育てをしている仲間同士が助け合うこと ４ 学校・幼稚園・保育所が家庭を支援すること 

５ 地域の人たちが応援すること ６ 行政が支援すること 

７ 企業等が家庭教育をしやすい環境づくりに協力すること ８ その他（              ） 

 

４．学びの「成果」の生かし方について 

 
問20 あなたは学習活動を通じて身に付けた知識や技能について、地域や他の人のために

生かしてきたと思いますか。（ひとつだけ〇） 

１ 生かしてきた ２ どちらかといえば生かしてきた 

３ どちらかといえば生かしてきていない ４ 生かしてきていない 

５ わからない   

 

問21 あなたは学習活動を通じて身に付けた知識や技能について、今後、地域や他の人の

ために生かしたいと思いますか。（ひとつだけ〇） 

１ 生かしたいと思う⇒問 22 へ 

２ どちらかといえば生かしたいと思う⇒問 22 へ 

３ どちらかといえば生かしたいと思わない⇒問 23 へ 

４ 生かしたいと思わない⇒問 23 へ 

５ わからない⇒問 24 へ 

 

  

※これまでに子育てを経験された方あるいは現在子育てをされている方

のみご回答ください。該当しない方については、問20にお進みください。 
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【問 21 で「１」、「２」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問22 学習活動を通じて身に付けた知識や技能を地域や他の人のために生かすには、どの

ようなことが必要だと思いますか。（○はいくつでも） 

１ 地域活動・ボランティア活動の情報提供の充実 

２ 技能や経験を持つ人と活動の場を結ぶコーディネーターの充実 

３ 人材登録制度の充実 

４ 発表の機会の充実 

５ 地域づくりに関する講座の充実 

６ スキルアップ（技術の向上）のための講座の充実 

７ その他（                                    ） 

 

【問 21 で「３」、「４」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問23 学習活動を通じて身に付けた知識や技能を地域や他の人のために生かしたいと思わ

ない理由は何ですか。（〇はいくつでも） 

１ 時間がない ２ きっかけがつかめない 

３ 費用がかかる ４ 興味をひかれる活動がない 

５ 子どもや親を見てくれる人が少ない ６ 身近なところに活動場所がない 

７ 必要を感じない ８ その他（              ） 

 

５．地域や社会での活動について 

 
問24 あなたは、地域や社会でどのような活動に参加してみたいと思いますか。（〇はいくつでも） 

１ 学校の環境整備（花壇の整備等）や教育活動を支援するなど、地域が学校と協働する活動 

２ 地域の子どものためのレクリエーション活動や自然体験活動等 

３ 子育て・育児を支援する活動 

４ 地元の観光や産業の活性化に貢献するような活動 

５ 地域の伝統行事や歴史の継承に関する活動 

６ スポーツ・文化活動 

７ 障がい者や高齢者、外国人住民等の支援に関する活動 

８ 地域の環境保全に関する活動 

９ 国際交流に関する活動 

10 防犯・防災活動 

11 地域や社会での活動に参加したいとは思わない 

12 その他（                                    ） 

13 わからない 
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問25 京田辺市では文化・芸術・生涯学習等の機能を備えた複合型公共施設の建設を予定

しています。あなたは公共施設をどのような機会・活動に利用したいと思いますか。 

（〇はいくつでも） 

１ 講演・教室 ２ 会議・集会 ３ 趣味・教養 

４ 勉強・読書 ５ 活動の発表・披露 ６ 地域活動・ボランティア活動 

７ 鑑賞・観覧（芸術・音楽等） ８ 育児・教育 ９ その他（       ） 

 

問26 京田辺市の自治会ごとに配置されている「生涯学習推進協力員」について知ってい 

ますか。（ひとつだけ〇） 
※生涯学習推進協力員は、生涯学習の普及・展開を図るため、区・自治会ごとに配置され、市民の学習意欲の喚
起や、相談・活動の支援する役割を担っています。 

１ 名前や活動内容を知っている ２ 名前を聞いたことがある 

３ まったく知らない 

 

問27 多くの人が地域や社会での活動に参加するようになるためには、どのようなことが

必要だと思いますか。（〇はいくつでも） 

１ 地域や社会での活動に関する情報提供 

２ 地域や社会に関する講習会の開催等、活動への参加につながるようなきっかけづくり 

３ コーディネーター等、地域や社会での活動を支える人的体制や活動の拠点となる場が整っていること 

４ 活動の成果が社会的に評価されること 

５ 交通費等の必要経費の支援 

６ その他（                                    ） 

７ 特にない 

８ わからない 

 

最後に、生涯学習活動を通じて感じていることやご提案、また、生涯学習を通じて解決し

たい地域の課題等について、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 調査は以上です。ご協力誠にありがとうございました。 

記入いただいた調査票は、７月 16 日（金）までに同封の返信用封筒に入れて 

（切手を貼らずに）無記名で投函してください。 
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生涯学習に関するアンケート調査 
（団体用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             令和３年６月  京田辺市 

★記入にあたってのお願い 

１．ご回答は直接調査票に、黒のボールペンまたは濃い鉛筆でご記入をお願いいたします。 

２．ご回答は、選択肢に○をつけてお選びいただく場合と、数字や文章をご記入いただく場合

がございます。また、質問によっては、回答していただく方が限られる場合がありますので、

注意書きに沿ってご回答ください。 

３．ご記入後は、同封の返信用封筒に入れ、７月 16 日（金）までに、ご返送ください。 

（切手は不要です） 

〈お問い合わせ先〉 

 京田辺市 教育委員会 社会教育課 長島 

  電話 ０７７４－６４－１３９４  ＦＡＸ ０７７４－６４－１３９０ 

 
 

団体名  

※団体名の記載について、無記名での回答を希望される団体は記入しなくても構いません。 

 

問１ 貴団体の活動年数をお答えください。（ひとつだけ〇） 

１ １年未満   ２ １年以上５年未満  ３ ５年以上 10年未満 

４ 10 年以上 15 年未満  ５ 15 年以上 20 年未満  ６ 20 年以上 
 

問２ 貴団体の会員構成は、どの年代が多いですか。（ひとつだけ〇） 

１ 20 歳未満   ２ 20 歳代   ３ 30 歳代   ４ 40 歳代 

５ 50 歳代    ６ 60 歳代   ７ 70 歳以上  ８ 幅広い年代に分散している 
 

問３ 貴団体の会員数は、現在、どのくらいですか。（数字を記入） 

会員数          人 

  

日頃より、市政にご協力いただき、ありがとうございます。 

現在本市では、市民全員が学びを通して地域に貢献し、地域のつながりを築き、地域課題

を解決する生涯学習社会を目指す計画づくりを進めているところです。 

そこで、関係団体における生涯学習活動の状況や要望を把握し、計画策定に生かしたいと

考え、主に市内の公共施設を拠点に活動されている団体に対し、アンケート調査を実施する

ことといたしました。 

ご回答にあたっては、団体としてのお考えをご記入ください。皆様からいただいたご回答

は、統計的に処理し、本調査の目的以外に使用することはございません。 

つきましては、本調査の趣旨をご理解の上、ご協力いただきますよう、よろしくお願い申

し上げます。 
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問４ 主にどのような分野の活動を行ってきましたか。（〇はいくつでも） 

１ 家庭生活（料理、洋裁、和裁等） 

２ 健康（病気予防、食生活、ウォーキング、ヨガ等） 

３ スポーツ・レクリエーション（卓球、武道、ダンス、体操等） 

４ 子育て支援（育児、子育て学習、親子活動等） 

５ 青少年育成（非行・いじめ防止、体験活動、居場所づくり等） 

６ 趣味・娯楽（囲碁、手芸・工作、カラオケ等） 

７ 文学・人文分野（文学、歴史、地理等） 

８ 社会問題（環境保護、社会福祉、人権等） 

９ パソコン、インターネット 

10 文化・芸術（絵画、陶芸、書道、茶道、華道等） 

11 音楽・芸能（コーラス、楽器演奏、舞踊、演劇等） 

12 語学・国際交流 

13 ボランティア活動、地域活動  

14 その他（                                    ） 
 

問５ 主にどのような目的で活動してきましたか。（○はいくつでも） 

１ 知識・教養を高めるため 

２ 技術・技能の向上のため 

３ 健康維持・増進のため 

４ 交流・仲間づくりのため 

５ 地域・社会への貢献のため 

６ 生活上の課題を解決したり、日常生活を向上させたりするため 

７ 芸術を楽しむため 

８ 趣味を楽しむため 

９ 資格を取ったり、職業に役立てたりするため 

10 生きがいのため 

11 その他（                                    ） 

12 特にない、わからない 
 

問６ 会費（年単位、月単位等で継続的に支払う一人当たりの団員費）は年間どのくらいですか。 

（ひとつだけ〇） 

１ 無料     ２ 5,000 円未満 

３ 5,000 円以上 10,000 円未満   ４ 10,000 円以上 20,000 円未満 

５ 20,000 円以上 40,000 円未満   ６ 40,000 円以上 
 

問７ 活動回数はどれくらいですか。（ひとつだけ〇） 

１ ほぼ毎日  ２ 週に２～３回程度  ３ 週に１回程度 

４ 月に２～３回程度 ５ 月に１回程度  ６ 年に数回 
 

問８ 活動の場として利用している施設等を選んでください。（○はいくつでも） 

１ 中央公民館、住民センター、中央図書館等 ２ 中央体育館、運動公園等の市内の公共スポーツ施設 

３ 市内の小・中学校、高等学校、大学の施設 ４ 地区の分館公民館 

５ 社会福祉センター等の福祉施設  ６ その他市内の公共施設 

７ 市内の民間施設    ８ 自宅、個人宅等 

９ 市外の施設     10 その他(             ) 
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問９ 貴団体でのこれまでの学習成果の活用の有無についてお答えください。（ひとつだけ〇） 
※学習成果の活用とは、活動内容の発表やそれを生かした取り組み等を言います。 

１ 学習成果を活用している⇒問９（１）へ ２ 学習成果を活用していない⇒問９（２）へ 
 

【問９で「１」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問９（１） 学習成果の活用の仕方についてお答えください。（○はいくつでも） 

１ 市民まつりや市民文化祭等、市の施設の文化祭等への参加 

２ 市の施設以外（自治会・商店街等）の地域の文化祭への参加 

３ 団体独自の体験教室・発表会・展示会等の実施 

４ 小・中学生の居場所づくり等の放課後活動支援 

５ 小・中学校におけるボランティア、ゲストティーチャー(外部講師)派遣等の学校教育支援 

６ 幼稚園・保育所（園）等の活動支援ボランティア 

７ 地域でのボランティア活動、講師派遣 

８ 高齢者施設等、高齢者に向けたボランティア活動 

９ 生涯学習関連施設の施設ボランティア活動 

10 その他（                                    ） 
 

【問９で「２」に〇をつけた方におうかがいします。】 

問９（２） 学習成果の活用をしていない理由をお答えください。（○は３つまで） 

１ 方法がわからない    ２ 実施する場所がない 

３ 実施する費用がない    ４ 活用したいと考えていない 

５ 現時点では成果が未熟で活用できない  ６ 現在、活用を検討中である 

７ 活動内容が、発表等の活用に適さない 

８ その他（                                    ） 
 

問10 活動を行う上で、どのようなことが問題となりましたか。（○はいくつでも） 

１ 公共施設の会場が確保しにくい  ２ 活動経費の負担が大きい 

３ 新規会員が入会しない   ４ 会員の高齢化 

５ リーダーや役員のなり手がいない  ６ 会員の参加率が低い 

７ 会員間の活動に対する意識の差  ８ 適切な指導者がいない 

９ 活動内容に行きづまっている   10 活動に対する相談の場が不足している  

11 活動に必要な情報が十分でない  12 利用者、対象者への情報提供 

13 他の団体との交流の機会が少ない  14 その他（             ） 

15 特にない、わからない 
 

問11 今後の活動について、どのように進めていきたいですか。（○はいくつでも） 

１ 団体・サークルの活動成果を、社会やボランティア活動に役立てたい 

２ 自治会が実施する事業や市民まつりや市民文化祭等のイベントに参加してみたい 

３ 学校の支援に関する活動に参加してみたい 

４ 市と協働して各種事業を企画・計画してみたい 

５ 同じ活動をしている団体・サークルとの交流の機会を増やしたい 

６ 活動の回数を増やしたい 

７ 会員を増やしたい 

８ 現在の活動を続けて、さらに水準を向上させたい 

９ 団体・サークルの活動成果を、家庭や職場で役立てたい 

10 その他（                                    ） 

11 特にない、わからない 
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問12 貴団体では、これまでに地域の他団体や個人との交流がありましたか。（〇はいくつでも） 

１ イベント（試合、発表会、展覧会）等のお知らせをするなどの交流がある 

２ イベント等を一緒に行うなどの交流がある 

３ 会員募集やイベント等のＰＲをしてもらえるなどの交流がある 

４ 場所を借りるなどの交流がある 

５ 講師になる・なってもらうなどの交流がある 

６ 協賛・寄付してもらうなどの交流がある 

７ その他（                                    ） 

８ 特にない、わからない 
 

問13 活動を続ける上で、行政に望むことは何ですか。（○はいくつでも） 

１ 活動できる場所をもっと増やしてほしい 

２ 活動の成果を発表できる機会をつくってほしい 

３ 市が実施する各種事業の企画・計画に参加する機会を増やしてほしい 

４ 団体・サークルのリーダーや指導者が学べる機会をつくってほしい 

５ 団体・サークルに指導者を紹介してほしい 

６ 他の団体・サークルとの交流の機会をつくってほしい 

７ 会員募集の支援や、活動についてのＰＲをしてほしい 

８ 活動のための情報提供や相談体制を充実してほしい 

９ さらなる学びの機会について情報提供してほしい 

10 その他（                                    ） 

11 特にない、わからない 
 

問14 昨年度のコロナ禍における貴団体の活動への影響についてご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 
 

最後に、生涯学習活動を通じて感じていることやご提案、また、生涯学習を通じて解決し

たい地域の課題等について、ご自由にお書きください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査は以上です。ご協力誠にありがとうございました。 

記入いただいた調査票は、７月 16 日（金）までに同封の返信用封筒に入れて 

（切手を貼らずに）投函してください。 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（抜粋） 
 

 
 
 
 
 
 

京田辺市教育委員会 
 

資料４ 
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和３年度 京田辺市教育の方針 （抜粋） 
 

京田辺市の教育は、京田辺市教育大綱の基本理念である「未来を拓く、京田辺のひと・

まちづくり」に基づき、活力とうるおいのある未来をつくるため、確かな見通しを持って

主体的に生き抜く、創造性あふれる心豊かな人間の形成を目指すものである。 

近年、グローバル化する社会や、Society5.0 時代の到来を見据えた技術革新の進歩、少

子高齢化さらには子どもの貧困問題等、我々を取り巻く情勢は、複雑かつ急速に変化して

いる。こうした社会の変化が急激で予測困難な時代の中、未知の状況にも主体的に向き合

い、他者と協働して課題を解決し、よりよい人生と持続可能な社会の創り手となるために

必要な力の育成が求められている。 

このため、確かな学力、豊かな心、健やかな体等、調和のとれた力である「生きる力」

の育成が必要である。 

本年度は、新学習指導要領の着実な実施とともに「（第２期）京都府教育振興プラン～

つながり、創る、京の知恵～」や、「第４次京田辺市総合計画まちづくりプラン」、「第

２次人権教育・啓発推進計画」等、本市の各種計画に基づいた取組を充実させながら、地

域のつながりや人材・自然・伝統や文化等、地域創生の観点を踏まえ、これまでの教育実

践の蓄積を継承・発展させ、京田辺市教育の推進を図る。また、「GIGA スクール構想」

の着実な推進や、子どもたちの可能性を引き出すための個別最適化された学びの推進など

に対応するとともに、新型コロナウイルス感染症を経験する中、持続可能な社会の創造を

目指すＳＤＧｓの視点を踏まえ、いかなる時も学びを保障し、新しい時代における教育を

推進することが必要である。 
学校教育においては、知・徳・体の調和のとれた発達を図り、幅広い知識と教養を身に

つけ、基本的人権を尊重し、国際感覚を身に付けた児童生徒の育成に努め、生涯にわたっ

て学び続けるための学習の基盤を培うことを目標とする。また、各学校・園は、学習指導

要領・幼稚園教育要領等の趣旨・内容に沿い、社会に開かれた教育課程の実現に向け、校

種間の緊密な連携を進めるとともに、家庭・地域社会・関係諸機関等との連携、協働によ

り子ども一人一人を大切にした教育を一層推進する。そのため、各校・園が特色を活かし

た教育課程に基づき組織的かつ計画的に教育活動の質の向上を図っていくことに努め、将

来の京田辺市を担いたくましく生きる子どもの育成を行う。 

さらに、教育委員会に新たな附属機関を設置し、重点課題や取組に対しさまざまな見地

から調査審議を行って出された意見を踏まえ、より多角的な施策展開の推進を図る。 

社会教育においては、基本的人権の尊重を基盤に、生涯学習社会の実現に向けた学習環

境の充実を図るとともに、市民の自主的な学習活動を支援する。また、家庭、地域社会、

学校が相互に連携しながら、多様な学習活動を推進し、地域社会での大人の学習力や教育

力を高め、地域の課題の解決と地域力の向上を図り、地域コミュニティの活性化のため、

地域学校パートナーシップ・放課後子ども教室・子どもの居場所づくり等を地域学校協働

活動として取り組む。さらに、子育て支援においては、子育てニーズに対応した留守家庭

児童会の運営を進める。 

京田辺市教育委員会は、上記のことを令和３年度の教育の方針と定め、学校教育、社会

教育の密接な連携のもと、大学をはじめ地域の学術研究機関等の協力も得ながら、子ども

の豊富な社会体験を通して人間形成に努めるとともに、市民の生涯にわたる学習活動を推

進し、地域に即した教育活動の創造と活性化のために、より一層の努力を図るものである。 
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令和３年度 社会教育の重点 

 

 心豊かに明日を拓く学びあい 
 

社会教育においては、国・府・市の計画及び各関係委員会や審議会の答申、提言等の趣

旨を踏まえながら、基本的人権の尊重を基盤に市民の自発的な学習活動や社会参加活動の

促進に努め、創造性あふれる心豊かな人間の育成を目指す。 

そのため、社会教育の一層の充実に努めるとともに、関係機関・団体と連携しながら、

市民が生涯にわたって学び続けることができる学習環境の総合的な整備、充実に努める。 

 

 

生涯学習社会の実現 
 

１．生涯学習の推進 

 目標 

  生涯学習推進基本計画に基づいて、「いつでも、どこでも、だれでも、なんどでも、

たのしく」学べる学習環境の総合的な整備・充実を図り、文化・スポーツを含めた生涯

学習社会の実現に努める。 

 

 主な取組 

 （１） 市民の自発的な学習活動を支援するため、情報提供と相談活動の充実に努め

る。 

 （２） 学校及び地域の人的・物的資源の積極的活用により、地域学校協働活動（※）

を推進し、地域の活性化と学習機会の充実を図る。 

   ※（地域学校協働活動とは、社会教育法において位置付けられている幅広い地域住

民等の参画を得て、「学校を核とした地域づくり」を目指して、地域と学校が相

互にパートナーとして連携・協働して行う「地域・学校パートナーシップ事

業」、「放課後子ども教室」等の活動を言う。） 

 （３） 次代を担う青少年を育成するため、体験活動を推進する等、地域社会全体で子

どもをはぐくむ環境づくりに努める。 

 （４） 大学や学研（関連）施設等の高度で豊富な人的、物的資源の有効活用に努める

ともに、人材バンクの活用促進やネットワーク化を図る。 

 （５） ボランティア人材の育成に努め、その学習の成果を生かす機会の充実を図る。 
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２．現代的課題等に関する学習活動の推進 
 目標 
  国際理解、環境問題、健康福祉、危機管理、情報モラル等の現代的課題に関する学習

活動を充実させる。 

  

 主な取組 
 （１） 社会教育・学校教育の連携による事業や学習機会の充実を図る。 

 （２） 国際理解、環境問題、薬物問題、情報モラル、男女共同参画の推進、青少年健

全育成、高齢者の社会参加活動等に関する学習機会を提供する。 

 （３） 多様な現代的課題に対応するため、各関係機関・団体等との連携に努める。 

 

３．社会教育関係団体等との連携と協力 
 目標 
  社会教育関係団体は、市民の生涯学習の充実や地域社会の形成を図る上で重要な役割

を担っている。そのため、団体の自主性を尊重しつつ、主体的な活動ができるように育

成と支援に努め、連携・協力を図る。 

 

 主な取組 
 （１） 社会教育関係団体の指導者を育成するため、研修機会の充実や情報提供に努め

る。 

 （２） 社会教育活動の推進を図るため、関係機関・団体間の交流促進に努める。 

 

４．社会教育施設・設備の総合的な活用 
 目標 
  生涯学習の拠点施設として、その機能が十分発揮されるよう各施設の特性や市民の学

習ニーズに対応した総合的な活用を促進し、生涯学習推進体制の充実を図る。 

 

 主な取組 
 （１） 市民の学習ニーズに応える情報の提供や学習機会の充実等、市民サービスの向

上に努め、各施設が連携してその機能の向上・充実に努める。 

 （２） 生涯にわたる学習機会の充実を図るとともに、市民の主体的な活動等に対応で

きる施設の整備と活用の促進に努める。 

 （３） 中央公民館や住民センターにおいては、生涯学習のきっかけづくりとして趣味

的な教室や現代的課題をテーマにした教養的な講座を開催し、学習活動を通して

知識や技能の向上と地域社会への参加促進に努める。 

     また、講座受講者が生涯学習推進の担い手となれるよう、人材育成も目的とし

た講座を行うことにより、生涯学習事業の推進を図る。 

 （４） 図書館においては、人と資料・情報との出会いの場として、資料の充実と提供

に努める。 
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人権教育の推進 
 

１．一人一人の尊厳を大切にする人権教育の推進 
 目標 
  人権教育の指針に基づき、自己実現と一人一人の尊厳と人権が尊重される共生社会の

実現に向けた取組を推進し、生涯にわたり､あらゆる場や機会を通じて､基本的人権の尊

重や、同和問題等様々な人権問題についての正しい理解と認識を深めるとともに、実践

につながる自発的な学習活動の促進に努める。 

 

 主な取組 
 （１） 生涯学習の視点に立って、生命の尊さ、個性の尊重、他の人との共生等の人権

尊重の理念について理解と認識を深める学習機会の充実を図る。 

 （２） 身近な生活の場における、あらゆる人権問題の解決に向けた学習活動を促進す

るとともに、人権尊重を日常生活の習慣として身に付け、実践できる態度をはぐ

くむ取り組みを推進する。 

 （３） 人権教育の推進に当たっては、「部落差別解消法」をはじめとする人権に関す

る３つの法律に示された理念のもと、差別のない社会を実現することを目指し

て、人権問題の解決に取り組む。（「部落差別解消法」「障害者差別解消法」

「ヘイトスピーチ解消法」） 

 

２．人権に関する多様な学習活動の充実 
 目標 
  社会教育が果たすべき役割の重要性を認識し、男女共同参画の推進やいじめ・ネット

トラブルや虐待等の現代的な人権課題の解決に向けた多様な学習機会の充実に努める。 

 

 主な取組 
 （１） 人権尊重の心を培うため、学校、家庭、地域社会及び関係諸機関・団体と連携

した取組を推進する。 

 （２） 人権に関する学習活動を効果的に推進するため、地域の実情を踏まえ、各種人

権学習資料を活用し学習内容や方法の工夫改善に努める。 

 （３） 社会の多様性に配慮した人権に関する学習活動の活性化を図るため、社会教育

関係職員及び社会教育関係団体指導者が様々な人権問題についての理解と認識を

深めるため研修の充実に努める。 
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家庭・地域社会の教育力の向上 
 

１．家庭の教育力の向上 

 目標 
  すべての教育の出発点である家庭教育の重要性と役割を明確にし、家庭の教育力の向

上を図るための活動を推進するとともに、地域や学校、関係機関・団体等と連携した家

庭教育の総合的な振興を図る。 

 

 主な取組 
 （１） 生命を大切にする心、相手を思いやる心等豊かな心をはぐくむ家庭の教育力を

高めるため、家庭教育に関する学習機会の充実に努める。 

 （２） 家庭教育や青少年問題について、各種情報の提供に努めるとともに、学習会や

交流・相談活動の推進を図る。 

 （３） 子どもの将来にわたる心身の健康と豊かな人間性をはぐくむため､｢子育て理解

講座」や「地域子育て井戸端会議」等の事業を推進し、基本的な生活習慣の確立

や豊かな心の育成のための取り組みを推進する。 

 （４） 子どもが生涯にわたる読書習慣を身に付けることができるように、「京田辺市

子ども読書活動推進計画」に則り、家庭における読書習慣の重要性について理解

を促進する。 

 （５） 就学前の子どもの保護者を対象とした「親のための応援塾」やＰＴＡ活動の充

実に向けた支援を図る。 

 （６） 家庭教育に関する資料の活用や、支援する取組の充実に努めるとともに、指導

者等の養成を図る。 
 

２．地域社会の教育力の向上と青少年の健全育成 
 目標 

  地域社会は地域の人々が互いに思いやり、助け合いながらつながりを持つ場であると

ともに、新しい時代を切りひらく力のあるたくましい青少年を育成する場である。この

ことから地域社会の教育力を高め、課題の解決に向けた様々な体験や交流活動を総合的

に推進する。また、次代を担う子どもを育てるために、地域全体で子どもを健やかには

ぐくむ環境づくりの支援に努める。地域の全ての人たちの絆を深め、コミュニティの形

成と誰もが安心・安全に暮らせる地域づくりの活動を学校、家庭と連携しながら推進す

る。 
 

 主な取組 
 （１） 地域学校協働活動等により、青少年に豊かな体験や異年齢・世代間交流の場を

提供し、地域での絆づくりの充実を図る。 

 （２） 分館公民館の積極的な活用で、青少年や地域の様々な人たちが交流を深め、誰

もが安心･安全に過ごせる居場所づくりに努める。 

 （３） 青少年の社会参加を促進するため、様々な人々との交流で、協調することや人

の役に立つことを実感できるボランティア等の機会の充実を図る。 
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 （４） 様々な活動の中で、すべての子どもに、発達段階に応じた役割を与える工夫を

するとともに、リーダーの育成に努める。 

 （５） 青少年団体及び青少年健全育成団体や関係機関、団体との連携強化を図り、指

導者の発掘と養成や資質向上を図り、その活用を推進する。 

 

３．放課後等の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりの推進 
 目標 
  仕事等により家庭に保護者がいない児童を対象にした「留守家庭児童会」や、全ての

児童を対象とした地域学校協働活動の推進により、家庭、地域、学校が連携した、子ど

もたちにとって安全で健やかな居場所をつくり、児童の自主性を尊重しつつ、基本的な

生活習慣や態度を養い、豊かな人間性を身に付けるよう育成する。 

 

 主な取組 
 （１） 「留守家庭児童会」においては、学級の目標やルールと１日の流れ等、運営の

充実に努め、快適な環境の下、児童の健やかな成長を図る。 

 （２） 地域の方々の参画を得ながら、地域学校協働活動を展開し、学習活動や地域住

民との交流活動等子どもたちに自主的な活動ができる場所の提供を行う。 

 （３） 地域学校協働活動を推進し、幅広い地域住民や団体等の参画を得て、地域全体

で子どもたちの学びや成長を支えるように努める。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 

（文化・スポーツの振興について） 
 

市長が実施する事業等と一体的な事業展開を行うことで、より効果的に諸施策を推進す

ることを目的として、令和２年度に実施された行政組織改編により、これまで教育委員会

が所管してきた文化財の保護を含む文化に関する事務及びスポーツに関する事務を、市長

が管理し、及び執行していくこととなりました。 

教育委員会では今後も文化・スポーツの振興を目的とする事業を積極的に支援していく

こととしています。 
 






